
１５８ 

７ 議案第１１号関係 

 おいらせ町ハートピア基金条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現 行 

（積立て） （積立て） 

第２条 毎年度基金として積み立てる財源は、新市

町村振興宝くじ（ハロウィンジャンボ）及び市町

村振興宝くじ（サマージャンボ）に係る交付金を

充てるものとし、積み立てる額は、当該年度の一

般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で

定める額の範囲内の額とする。 

第２条 毎年度基金として積み立てる財源は、新し

い市町村振興宝くじ（オータムジャンボ）及び市

町村振興宝くじ（サマージャンボ）に係る交付金

を充てるものとし、積み立てる額は、当該年度の

一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）

で定める額の範囲内の額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


